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○ 地震防災訓練について 

 8 月 27 日(日)，新城市の防災訓練日に合わせて，一鍬田自主防災会の訓練を行いま

した。 

 消火器使用・応急手当・炊き出しなどの訓練に加えて，昨年・今年と災害対応の要とな

る安否確認と情報集約に力をいれてきましたが，未だ改善の余地がありますので，工夫

を進めたいと思います。万一が無いことを願う一方で，各自が対策をして，また区民相

互が助け合えるようご協力をお願いします。 

○ 「産廃問題」について 

 8 月 17 日，八名区長会は市議会厚生文教委員会部会に出席して「産廃問題」について情報

意見交換の会を行いました。部会は，委員長が議長となり，区長会から事前に提出したテーマを

改めて説明し，それに対して委員一人一人が意見を述べた後，区長側が発言するという形式で

進められました。概要を報告します。 

1． 先ず，産業廃棄物中間処理（下水汚泥の堆肥化）施設の操業場所として新城南部企業団地 

 は適当ではないという認識，及び悪臭被害を無くすことが目標という理解を確認しました。  

2． また，現在の「産廃紛争予防条例」は地元に負担がかかり過ぎるという訴えを聞いて頂き， 

3． 「関係区長」から提出した悪臭規制の強化や今後の「産廃問題」対策について改めて要望し 

 意見交換を行いました。 

4． タナカ興業との話し合いも話題になりましたが，H26 年 4 月に議会（経済建設委員会）がタ 

 ナカ興業社長から受けた説明の内容は不親切・不十分であり，議会（厚生文教委員会）として， 

 再度，タナカ興業から操業状況や悪臭発散防止策について聞いて欲しいと要望しました。  

今後も，議会に「産廃問題」の理解と解決への努力を求めて行きます。 

○ 秋の道つくり 9 月 24 日(日)です ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      区役員会からのお知らせ         H29.9.2, 一鍬田区 

＜平成 29 年度第 10 回区役員会（8 月 17 日）の主な事項＞ 

 ・区役員会・財産区合同会議：秋の道つくりについて等 

 ・防災訓練について  

 ・敬老会について   

 ・「産廃問題」について  

 ・その他 要望事項について 路肩等各所の草刈，水資源機構前歩行者用信号 

＜訃報＞  

 


